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現
憲
法
は
、
９
条
２
項
で

「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た

め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦

力
は
、
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認

め
な
い
」
と
し
、
戦
力
は
持

た
な
い
し
、
国
の
戦
争
す
る

権
利
を
認
め
て
い
な
い
。
名

目
・
目
的
を
問
わ
ず
、
一
切

の
戦
争
は
し
な
い
と
宣
言
し

た
。
自
民
党
の
憲
法
草
案

は
、
そ
れ
を
あ
っ
さ
り
削
っ

た
上
で
、
自
衛
軍
の
保
持
を

明
記
し
た
。

自
民
党
草
案
９
条
の
２
の

２
項
は
、「
自
衛
軍
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
任
務
を
遂

次
に
同
９
条
２
の
３
項

は
、
国
際
的
に
協
調
し
て
行

わ
れ
る
活
動
に
つ
い
て
定
め

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ

り
、
国
連
軍
へ
の
参
加
、
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
、
ア
メ

リ
カ
軍
と
一
緒
に
軍
事
行
動

を
と
る
こ
と
な
ど
が
可
能
に

な
る
。

で
も
決
め
て
は
い
け
な
い
こ

と
を
き
ち
ん
と
明
記
し
て
お

く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
憲
法

が
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
」
と
法
律
に
丸
投
げ

を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

法
律
と
い
う
の
は
そ
の
と

き
ど
き
の
政
権
与
党
、
多
数

派
で
勝
手
に
変
え
る
こ
と
が

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
活
動

は
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
」
と
あ
る
の
で
、
法

律
で
決
め
れ
ば
い
く
ら
で
も

自
由
に
日
本
軍
が
外
国
に
出

て
行
け
る
こ
と
に
な
る
。
憲

法
と
い
う
の
は
本
来
、
法
律

私
は
日
本
が
軍
隊
を
持
つ

こ
と
自
体
に
反
対
だ
が
、
も

し
軍
隊
を
持
つ
な
ら
、
い
か

に
歯
止
め
か
け
て
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
か
、
そ
こ
に
注
意

を
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。し
か
し
自
民
党
草
案
は
、

こ
う
し
た
歯
止
め
が
全
く
な

い
。

（
つ

づ
く

）

で
き
る
。
日
本
の
軍
隊
が
外

国
で
何
が
で
き
る
の
か
を
そ

の
時
々
に
法
律
で
決
め
る
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
何
の

歯
止
め
も
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
憲
法

の
役
割
の
放
棄
で
あ
る
。

軍
隊

保
持
を
明

記
軍

事
行

動
は
国

会
の
承

認
な
し
に

目目
かか

らら
ウウ
ロロ
ココ
のの
憲憲
法法
のの

おお
話話

③③

論論
じじ

るる
前前
にに

改改
憲憲

護護
憲憲

伊
藤

真
（
伊
藤
塾
塾
長
）
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７月から完全義務化

来
年
４
月
か
ら
始
ま
る
後

期
高
齢
者
の
新
し
い
保
険
制

度
は
、

75歳
以
上
の
高
齢
者

と

65歳
以
上
の
障
害
認
定
１

級
～
３
級
合
わ
せ
た
１
３
０

０
万
人
で
独
立
し
た
保
険
制

度
を
つ
く
り
、
個
人
加
入
と

な
る
。

75歳
に
な
れ
ば
、
強

制
的
に
こ
の
制
度
の
被
保
険

者
と
な
り
、
こ
れ
以
外
の
公

的
な
保
険
制
度
に
は
加
入
で

き
な
く
な
る
。
歯
科
医
師
国

保
な
ど
、
職
域
健
康
保
険
組

合
に
加
入
す
る
先
生
方
も
例

外
は
な
い
。

こ
の
保
険
制
度
の
最
大
の

目
的
は
、
医
療
費
抑
制
で
あ

る
。
同
制
度
は
、
そ
れ
ま
で

「
国
民
保
健
の
向
上
及
び
老

人
福
祉
の
増
進
を
図
る
（
老

人
保
健
法
）」
と
さ
れ
て
い

た
老
人
医
療
の
目
的
を
「
…

国
民
の
高
齢
期
に
お
け
る
適

切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た

め
、
医
療
費
の
適
正
化
を
推

進
す
る
…
（
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
）」

と
し
た
。
医
療
費
抑
制
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
た
。

窓
口
負
担
は
、
１
割
ま
た

は
３
割
（
課
税
所
得
１
４
５

万
円
以
上
、
世
帯
収
入
５
２

０
万
円
以
上
）
と
な
る
。
現

在
、
保
険
料
を
払
っ
て
い
な

い
扶
養
家
族
も
含
め
、

75歳

以
上
の
方
は
、
個
人
ご
と
に

必
ず
保
険
料
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

厚
労

省
の

試
算
で
は
、
１

人
平

均
の
保
険
料
は
、
年

間

７
万
４
４
０
０
円
、
月

額
６

２
０
０
円
と
な
る
。
し
か

し
、
こ
の

試
算
に
は
事
務
費

な
ど
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
全
国
で
も
高
齢
者
医

療
費
が
上

位
に
あ
る
大

阪
で

は
さ
ら
に
保
険
料
が
増
え
る

可
能

性
が
高
い
。
合
わ
せ
て

高
齢
者
の
人
数
に

応
じ
て
保

険
料
が
上
が
る

仕
組

み
と
さ

れ
た
。

少
子
高
齢
化
で
２
０

１
５
年
に
は
保
険
料
が
年

額

８
万
５
０
０
０
円
に
達
す

る
。

介
護
保
険
と
合
わ
せ
れ

ば
月

額
１
万
円
を

軽
く

超
え

る
負
担
と
な
り
、
所
得
の

低

い
高
齢
者
が
負
担
で
き
る

額

で
は
な
い
。
政

府
は
保
険
料

の
滞

納
を

見
越
し
て
、
年

金

月
額
１
万
５
０
０
０
円
以
上

の
高
齢
者
の
年

金
か
ら
保
険

料
を
強
制

徴
収
す
る

仕
組

み

に
し
た
。
厚
労

省
は
医
療
・

介
護
の
保
険
料
を

天
引
き
し

た
後
の
年

金
が

半
分

残
れ
ば

い
い
と
言
っ
て
い
る
。

保
険
料
が
払
え
な
け
れ
ば

短
期
保
険

証
や

資
格

証
明

書

が
発
行
さ
れ
る
。
多
く
の

疾

患
を

抱
え
る
高
齢
者
に
窓
口

10割
負
担
の

資
格

書
が

発
行

さ
れ
れ
ば
、
医
療

機
関
に
は

か
か
れ
な
い
。

死
刑
宣

告
で

あ
る
。
ま
た
、
保
険
料
の

減

額
制
度
は
あ
る
が
、

免
除
制

度
は
な
い
。
法
定

減
額
以
外

に
独
自
の

減
免
制
度
を
つ
く

る
場
合
は
、
保
険
料
し
か

財

源
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

仕
組

み
で
、
負
担
増
は
す

べ

て
被
保
険
者
に

跳
ね
返
る
制

度
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
面

に
つ

づ
く

）

協
会
は
、
京
都
大
学
名
誉

教
授
の
大
島
清
氏
を
講
師

に
、
第

48回
定
期
総
会
記
念

講
演
「
豊
か
な
脳
を
育
て
る

食
脳
学
」
を
５
月

27日
、
三

井
ア
ー
バ
ン
ホ
テ
ル
大

阪
ベ

イ
タ
ワ
ー
で
開
き
、
歯
科
医

師
ら

89人
が
参
加
し
た
。

大
島
氏
は
、「
食
脳
学
」

の
考
え
を
確
立
す
る
過
程
に

つ
い
て
、
ヒ
ト
の
進
化
と
咀

嚼
と
の
関
係
を
科
学
的
に

解

明
し
て
き
た
こ
と
を

丁
寧
に

解
説
さ
れ
た
。

脳
の
三

層
構

造
の
う
ち
、

大
脳
新

皮
質

系
・
大
脳

辺
縁

系
、
脳

幹
が
そ
れ

ぞ
れ

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア
、

ハ
ー

ド
ウ

エ
ア

を
つ
か
さ
ど
り
、

辺
縁

系
の

姉
弟
と
し
て

視
床

下
部
と
海

馬
が
あ
り
、
生
の

営
み
に

深

く
関
与
し
て
い
る
。
脳
の

発

達
と
は
、
外
来
の
バ

ラ
ン

ス

の
と
れ
た

刺
激
に
対
し
、
脳

が
柔
ら
か
く
反

応
し
、

シ
ナ

プ
ス
を
増

や
す
こ
と
で
あ

り
、

ほ
ぼ
学

童
期
の

10歳
頃

に
達

成
さ
れ
る
。
食

欲
・

性

欲
・

群
れ
る

欲
求
の
本

態
の

崩
壊
の

兆
し
が

見
え
る

今
の

時
代
に
、
食
育
の

改
良
だ
け

で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
の

視
点
で
「
食
脳
学
」
が

発
達
し
て
き
た
。「
食
脳
学
」

の
三

原
則
は
、
何
を
、誰
と
、

ど
の
よ
う
に
食

べ
る
か
に
あ

る
。
そ
の

土
地
の

旬
の
も
の

を
、家
族
そ
ろ
っ
て

楽
し
く
、

良
く

噛
ん
で
食

べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、

五
感
の

充
足
、

運

動
の

快
感
、

唾
液
の
高
進
を

伴
っ
て
、
脳
の
活

性
化
に

結

び
つ
く
と
強
調
さ
れ
た
。

顎
顔
面

領
域
か
ら
の
脳
へ

の
情

報
量
は

50％
に
達
し
、

良
く

噛
む
こ
と
が
、

血
糖

値

を
上

昇
さ
せ
る

結
果
、

線
維

芽
細

胞
成

長
因

子
や
コ

レ
シ

ス
ト

キ
ニ
ン
の

産
生
が
海

馬

を
刺

激
し
、
学

習
記

憶
を

速

め
る

仕
組

み
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る
。

子
育
て
の
三

原
則
は
、
食

育
、土
と
人
と
の

触
れ
合
い
、

コ
ト
バ

磨
き
で
あ
り
、

伝
統

的
な
日
本
食
を

取
っ
て

味
覚

を
磨
く
、

土
を

忘
れ
た

子
ど

も
は

滅
び
る
、
人

間
は
た
だ

コ
ト
バ
に
よ
っ
て
の

み
人

間

で
あ
る
な
ど
、

子
育
て
を
め

ぐ
る
解
決
策
を
指
摘
さ
れ
た
。

講
演
後
も
多
く
の

質
問

に
、
氏
は
ご

夫
人
の
ご
協
力

を
得
な
が
ら
、

分
か
り

や
す

く
解

説
さ
れ
た
。「
も
う

少

し
早
く
、

子
ど
も
た
ち
が

小

さ
い

頃
に

聞
い
て
お
く

べ
き

内
容
だ
っ
た
」、「

い
や

今
か

ら
で
も

遅
く
な
い
、
よ
り

良

く
食

べ
る
は
、
よ
り

良
く
生

き
る
を

実
践
し
よ
う
」
な
ど

共
通
の
会

話
が
交
わ
さ
れ

た
、
参
加
者
は

示
唆
の
あ
る

講
演

内
容
に

十
分
に
大
脳
が

活
性
化
さ
れ
た
。

（
堺

市
・

山
上

紘
志

）

２
０
０

７
年
４
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

実
施
さ
れ
る
。
同
制
度
が
高
齢
者
の

差
別

医
療
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、協
会
は
こ
れ
ま
で
、厚
労

省
に
対
す
る

パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト

や

大
阪

府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
と
の

懇
談
を

通
じ
て
、
制
度

改
善
の
た
め
に

運
動
し
て
き

た
。小

澤
力
政

策
部

長
に

患
者

や
医
療

機
関
に
及

ぼ
す

影
響
と
問

題
点
を

聞
い
た
。（

編
集

部
）

食脳学について丁寧に説明する大島氏
＝５月27日、三井アーバンホテル

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

医療機関へ大きな影響
ねらいは高齢者の医療費抑制

定期総会
記念講演進

化
と
咀
嚼
の
関
係
を
科
学
的
に
解
明

大
島

清
氏
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

Ｑ
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

は
ど
の
よ
う
な
制
度
か

保
険
料
は
年
金
か
ら

強
制
徴
収

Ｑ
保
険
料
は
ど
の
く
ら
い
か

75歳
に
も
資
格
書
発
行

Ｑ
保
険
料
が
払
え
な
い
人
は

公
立

病
院
で
は

患
者
か
ら
の

未
収

金
が
増
加
し
て

苦

慮
し
て
い
る
。
そ

の
背

景
に
は

患
者
負
担
増

や

不
況
、

婦
人
科
な
ど
の
保
険

給
付
外
の
問

題
も
あ
る
が
、

公
金
が

不
良

債
権
化
す
る
の

を
座

視
も
出
来
な
い
。

東
京
都
で
は

未
収

金
回
収

に
職

員
を

専
従
さ
せ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、

彼
ら
が
自

分
の

給
料
に

見
合
う

額
の
回

収
が
出
来
る
の
か
は

疑
わ
し

い
。

専
門
の

債
権

取
り
立
て

業
者
に
外
注
す
る
方
が
能

率

は
良
さ
そ
う
だ
が
、

病
人
か

ら
の
え
げ
つ
な
い

取
り
立
て

は
外

聞
が

悪
す

ぎ
る
。

零
細
医

院
で
は

未
収

金
は

泣
き

寝
入
り
で
あ
り
、

材
料

費
や
外
注
加

工
費
な
ど
の

直

接
経
費
ま
で

踏
み

倒
さ
れ
る

と
、

患
者

不
信
か
ら

消
極
的

経
営
へ
と

沈
下
し
て
し
ま

う
。

皮
肉
な
事
に

診
療
を

維

持
す
る

気
力
を

奮
い
立
た
せ

て
く
れ
る
の
は
負
債
で
あ
る
。

長
年
の

踏
み

倒
さ
れ
た

経

験
か
ら
推
す
る
に
、
年

令
・

性
別
・
職

種
・

地
位
・
教
育

水
準
な
ど
に
は

無
関
係
で
、

ど
の

階
層
に
も

10人
に
一
人

く
ら
い
は
他
人
の

善
意
な
ん

か
理

解
で
き
ず
、
自

己
利

益

最
優
先
の
人

間
は
い
る
も
の

で
、

恐
ら
く
時

代
と
も

無
関

係
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

医療安全管理指針
への対応説明会

「医療の安全管理」について、７月１日
から歯科医院に求められる新たな対応
について説明会を開きます

【日時】６月23日（土）【定員】120人

【会場】Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）

【講師】社保研究部講師団

【会費】会員無料（申込先着順）

日本国憲法 自民党憲法草案

第二章 戦争の放棄

（戦争放棄、軍備及び

交戦権の否認）

第九条

１ 日本国民は、正義

と秩序を基調とする国

際平和を誠実に希求

し、国権の発動たる戦

争と、武力による威嚇

又は武力の行使は、国

際紛争を解決する手段

としては、永久にこれ

を放棄する。

２ 前項の目的を達す

るため、陸海空軍その

他の戦力は、これを保

持しない。国の交戦権

は、これを認めない。

第二章 安全保障

（平和主義）

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に

希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使

は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

（自衛軍）

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保

するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持す

る。

２ 自衛軍は前項の規定による任務を遂行するための活動を行う

につき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に

服する。

３ 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動の

ほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保

するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における

公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活

動を行うことが出来る。

４ 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する

事項は、法律で定める。
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